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企業行動規範の制定等に伴う上場制度の見直しについて 
 

平 成 ２ ０ 年  ３ 月 １ ９ 日 
証券会員制法人 福岡証券取引所 

 
Ⅰ 趣旨 
 本所は、企業法制をはじめとする企業行動の自由度が増す中、平成１８年１２月に「証券市場の健全性確保に向けた上場制度の整備等」と

して、企業行動と市場規律の調和の観点から、市場の健全性確保に向けた取組みを実施してきました。 
昨今、国内の証券市場において、市場の信頼性を損なうような企業行動が見受けられていることを踏まえ、本所は、株主・投資者保護及び

尊重を図りつつ、流通市場の機能を適切に発揮させ、上場会社の企業価値等の向上を支援する観点から、上場制度の見直しを行い、所要の制

度整備を行うこととします。 
 まず、企業行動に関する制度整備としては、株主・投資者保護及び公正かつ健全な市場運営という観点から、企業行動に関する行動規範を

制定するとともに、上場会社による種類株式の発行等に関する取扱いを明確化するなどの対応を図ります。 
 また、証券取引等における反社会的勢力への実効的な対応及び犯罪の抑止が喫緊の課題となっている現状を鑑み、反社会的勢力による証券

市場の濫用を防止し、証券市場の秩序の維持及び信頼性の向上を図る観点から上場制度の整備を行います。 
 その他、本所が上場会社に改善報告書の提出を求めている場合において、いわゆるテクニカル上場※により当該上場会社に代わって他の上

場会社が上場したときは、当該他の会社が改善報告書の提出義務を引き継ぐこととするなど、テクニカル上場時における引継ぎ制度の明確化

して整備するなど、所要の改正を行うこととします。 
 
 

                                                  
※ テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社

となる場合に、その非上場会社が発行する株券について、上場廃止基準に定める流動性基準への適合状況を確認し、速やかな上場を認める制

度です。 
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Ⅱ 概要 
項目 内容 備考 

１．企業行動に関する

制度整備 

  

（１）企業行動規範の

制定 

 

・会社情報の適時適切な開示の履行義務に加え、企業行動に適

切な対応を求める事項を「企業行動に関する行為規範（以下

「企業行動規範」という。）として上場規則上に制定します。

 

①構成 ・ 企業行動規範は、従来の上場会社への要請事項及び規範的

要素を含む上場規則等を再整理し、新たに以下に掲げる事

項を加えたもので構成するものとします。 

・ 「従来の上場会社への要請事項」とは、株主総会

における議決権行使の促進に向けた環境整備及び

内部者取引の未然防止に向けた体制整備をいいま

す。 

・ 「規範的要素を含む上場規則」とは、適時開示規

則に規定されている望ましい投資単位の水準への

移行及び維持に係る努力規定、株式分割等に係る

努力規定並びに買収防衛策の導入に係る尊重事項

をいいます。 

 ａ 総則 

・ 上場会社は、流通市場の機能及び株主の権利を尊重する

ものとします。 

 

 ｂ 株式等に関する事項 

・ 上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、流通市場

への影響及び株主の権利に配慮するものとし、上場会社が

発行するＭＳＣＢ等については、原則として月間の行使数

量が上場株式数の１０％を超えないよう本所が必要と認

める措置を講じるものとします。 

※ 日本証券業協会「会員におけるＭＳＣＢ等の取扱

いについて」理事会決議の制定（平成１９年５月

２９日）を踏まえて、日本証券業協会の会員以外

の者がＭＳＣＢ等を買い受ける場合においても、

当該決議内容を尊重するものとします。 

・ 「ＭＳＣＢ等」とは、第三者割当等による募集に

より発行する行使価額が６ヵ月間に１回を超える

頻度で株券等の市場価格を基準として修正が行わ

れ得る旨の発行条件が付された新株予約権付社債

券又は新株予約権証券等をいいます。 

・ ＭＳＣＢ等の行使状況（月間行使状況及び大量行
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項目 内容 備考 

使）について適時開示を義務付けることとします。 

・ 本所が必要と認める措置として、上場会社がＭＳ

ＣＢ等の買受人との間で、日本証券業協会の上記

理事会決議における新株予約権等の行使制限の規

定に準じた約定をすることを定める予定です。 

 ｃ 機関等に関する事項 

（ａ）株主総会参考書類の交付 

・ 上場会社は、株主総会を招集する場合には、株主が

書面による議決権行使をできることとし、株主総会

参考書類を交付するものとします。 

 

（ｂ）上場会社の機関 

・ 上場会社は、次に掲げる機関を置くものとします。

① 取締役会 

② 監査役会又は委員会 

③ 会計監査人 

・ 上場会社は、会社法上の会計監査人を金融商品取引

法上の監査を行う公認会計士等として選任するよ

う努めるものとします。 

 

（ｃ）会社法上の内部統制システム 

・ 上場会社は、会社法上の内部統制システムを整備す

ることとします。 

 

 

※ 株主の数が１,０００人未満の上場会社において

も、書面による議決権行使をできることとし、株

主総会参考書類をすべての株主に対し交付するこ

とを義務化する趣旨です。 

 

※ 会社法上の大会社以外の上場会社においても、監

査役会又は委員会及び会計監査人の設置を義務化

する趣旨です。 

※ Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場会社については、監査役会又

は委員会及び会計監査人の設置について、当分の

間、義務化しないものとします。 

 

 

 

※ 会社法上の大会社以外の上場会社においても、会

社法上の内部統制システムの決定を義務化する趣

旨です。 

・「会社法上の内部統制システム」とは、業務の適正

を確保するために必要な体制をいいます。 

 

 

 ｄ 反社会的勢力排除に向けた体制整備に係る事項 

・ 上場会社は反社会的勢力による被害を防止するための
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項目 内容 備考 

社内体制の整備及び個々の企業行動への反社会的勢力の

介入防止に努めるものとします。 

 

② 公表等 

 

・ 本所は、上場会社が企業行動規範に違反した場合には、本

所はその旨を公表することができるものとします。 

・ 従来の上場会社への要請事項及び今回新たに規定

する総則、反社会的勢力排除に向けた体制整備に

係る事項については、公表措置の対象に含めませ

ん。 

・ 今回新たに規定する株式等に関する事項及び機関

等に関する事項については、公表措置の前に勧告

ができるものとする。 

・ 従来から公表措置の前に勧告ができる事項につい

ては、引き続き同様に取り扱います。 

 

③ 経過措置 

 

 

・ 機関等に関する事項のうち以下の規定については、施行日

から１年程度の猶予期間を設けることとします。 

・ 取締役会、監査役会又は委員会及び会計監査人を設

置する旨の規定 

・ 会社法上の会計監査人を金融商品取引法上の監査

を行う公認会計士等として選任するよう努める旨

の規定 

 

 

④ 上場審査（実質

審査）項目の明

確化 

・ 企業行動規範の整備に伴い、コーポレート･ガバナンス及

び内部管理体制の有効性に関する観点を新たに独立した

審査項目とします。 

 

※ 従来、株券上場審査基準の各項目の取扱いに分散

されていた上場審査の観点を集約するものです。 

（２）反社会的勢力の

排除に向けた対

応 

  

① 上場審査の観 ・ 企業行動規範の整備に伴い、反社会的勢力排除に向けた上 ※ 従来、公益又は投資者保護の観点から行っていた
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項目 内容 備考 

点の明確化 場審査の観点について明確化を図ることとします。 

 

上場審査の取扱いを明確化するものです。 

② コ ー ポ レ ー

ト・ガバナンス

に関する報告

書における開

示 

・ 上場会社は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の

開示項目の一つである「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」の一環として、反社会的勢力

排除に向けた体制整備についての開示を行うこととしま

す。 

※昨年６月公表の政府指針「企業が反社会的勢力に

よる被害を防止するための指針について」におい

て、「反社会的勢力による被害の防止を内部統制シ

ステムに明確に位置付ける必要がある」との提言

を踏まえ対応するものです。 

・平成２０年７月末までにコーポレート・ガバナン

スに関する報告書に当該内容を反映するものとし

ます。 

 

③ 確認書制度の

導入 

・ 不適当な合併等に係る猶予期間内に上場審査基準に準じ

た審査の申請を行う者は、幹事である会員が作成した本所

所定の確認書を提出するものとします。 

 

※当該確認書は、反社会的勢力との関係等について

確認するものであり、新規上場時においては既に

実施しております。 

（３）上場会社による

種類株式の発行等

の取扱い 

・ 株式上場廃止基準第２条第１７号に規定する「株主の権利

内容及びその行使が不当に制限されていると本所が認め

た場合」には、従来のものに加えて、次に掲げる場合を含

むものとします。 

ａ 上場会社が、上場している株券を、定款の変更その他

の方法により、株主総会において議決権を行使すること

ができる事項のうち取締役の選解任その他の重要な事

項について制限のある種類の株式に変更する場合 

ｂ 上場会社が、上場している株券より議決権の多い株式

を発行する場合 

 

※ 議決権に関する種類株式の上場に必要な要件等に

ついては、引き続き検討を行います。 

 

 

・ 左記に掲げる変更又は発行の目的・条件等に照

らして、株主及び投資者の利益を侵害するおそれ

が少ないと認められる場合を除きます。 

 

 

２．テクニカル上場時

における引継ぎ制

度の整備 

・ テクニカル上場によって上場した会社は、次のａからｄに

掲げる場合に、当該ａからｄまでに掲げる事項を、原則と

して、テクニカル上場前の上場会社から引き継ぐことを規

・ テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合

併することによって解散する場合や、株式交換、

株式移転により非上場会社の完全子会社となる場
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項目 内容 備考 

則上明らかにすることとします。 合に、その非上場会社が発行する株券について、

上場廃止基準に定める流動性基準への適合状況を

中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。 

 ａ 改善報告書の提出が求められている場合 

   当該改善報告書の提出義務 

ｂ 過去５年以内に改善報告書を提出している場合 

   過去５年間における改善報告書の提出回数 

 

ｃ 不適当な合併等に係る猶予期間に入っている場合 

   当該猶予期間 

ｄ 特設注意市場銘柄、開示注意銘柄に指定されている場

合 

    当該指定の状態（特設注意市場銘柄にあっては、当該

指定期間における内部管理体制確認書の提出回数等を

含む。） 

 

 

※過去５年以内に改善報告書を２回提出している会

社が改善報告書の提出を求められるような状況と

なった場合には、上場廃止となります。 

※３年間の猶予期間内に上場審査基準に準じた基準

に適合しない場合は、上場廃止となります。 

※特設注意市場銘柄指定中に内部管理体制確認書の

提出を３回行った場合で、内部管理体制等に引き

続き問題があるときは、上場廃止となります。 

３．その他 ・ その他所要の改正を行うものとします。  

 
Ⅲ 実施時期（予定） 
・平成２０年 ５月を目途として実施します。 
 


